
【転校に関わる一般的な流れです。ご不明な点がありましたら、担任を通してお問い合わせください。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆白石区役所で、住民票の異動の手続きをします。 

◆引っ越し先の市役所（区役所・町役場等）で、住民登録の手続きをします。 

転校する学校を指定した「転入学通知書（または入校票）」をもらいます。 

◆転校先の学校へ電話をし、転校することと転入手続きの日程を相談します。 

◆転校先の学校へ行き、転入の手続きをします。 

 ・本郷小で受け取った書類を転校先の学校へ渡してください。 

 ・引っ越し先の市役所等で渡された「転入学通知書」を提出してください。 

 

◆転学先の学校で、以下の内容等について確認されるとよいでしょう。 

 ・学校の概要         ・諸費の納入について（振込先などの確認） 

 ・通学路について       ・時間割   ・必要な教材類 

 ・所属学級と担任教諭の名前  ・学校だより、学年だより等 

◆登校初日 

◆現在通学している学校の最終登校日に転出の手続きをします。 

・書類のお渡し 

・徴収金関係の清算 


